
　
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

９
月
利
用
件
数
は
１
億
９
５

６
９
万
件
で
、
そ
の
う
ち
マ

イ
ナ
保
険
証
の
利
用
件
数
は

２
７
１
５
万
件
と
過
去
最
高

を
記
録
し
た
も
の
の
、
国
民

全
体
の
利
用
率
は
13
・
87
％

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
11
月
５
日

付
の
北
海
道
新
聞
に
掲
載
さ

れ
た
。

　
12
月
２
日
か
ら
の
マ
イ
ナ

保
険
証
の
実
質
義
務
化
に
つ

い
て
、
本
会
の
橋
本
会
長
の

　
　
。
健
康
保
険
証
の
有
効

期
限
が
切
れ
た
場
合
、
ト
ラ

ブ
ル
時
に
は
別
の
資
格
確
認

書
類
が
必
要
に
な
る
が
、
現

状
で
は
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持

つ
人
に
は
原
則
と
し
て
資
格

確
認
書
は
発
行
さ
れ
な
い
。

こ
の
た
め
、
受
診
時
に
マ
イ

ナ
保
険
証
で
資
格
確
認
が
で

き
な
け
れ
ば
問
題
が
生
じ
る
。

具
体
的
に
は
、
シ
ス
テ
ム
エ

ラ
ー
や
情
報
誤
登
録
、
紐
づ

け
の
誤
り
、
さ
ら
に
震
災
に

よ
る
停
電
な
ど
が
起
き
た
場

合
に
支
障
を
き
た
す
。

に
と
ど
ま
り
、
依
然
と
し
て

低
迷
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
国
家
公
務
員
共

済
組
合
に
お
け
る
マ
イ
ナ
保

険
証
の
利
用
率
は
13
・
58
％

で
、
国
民
全
体
よ
り
も
０
・

29
％
低
く
、
低
水
準
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
推
進
役
で
あ

る
厚
労
省
、
総
務
省
、
デ
ジ

タ
ル
庁
（
内
閣
府
本
府
支
部

に
含
む
）
の
利
用
率
も
、
そ

れ
ぞ
れ
２
割
に
す
ら
到
達
し

て
い
な
い
。

　
厚
労
省
は
10
月
31
日
の
社

会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部

会
で
全
国
の
主
要
新
聞
に
政

府
広
報
「
マ
イ
ナ
保
険
証
を

お
持
ち
で
な
く
て
も
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
の
医
療
を
、
あ

な
た
に
」
と
い
う
広
告
を
掲

載
し
た
こ
と
な
ど
を
報
告
し

た
。
　
健
康
保
険
証
の
新
規
発
行

が
12
月
２
日
で
停
止
さ
れ
た

が
、
マ
イ
ナ
保
険
証
が
な
く

て
も
医
療
が
受
け
ら
れ
る
こ

と
を
、
よ
り
多
く
の
国
民
に

伝
え
る
広
報
が
必
要
だ
。

　
ま
た
、
先
の
総
選
挙
で
は

保
険
証
廃
止
を
強
行
す
る
自

民
・
公
明
両
党
の
与
党
が
過

半
数
割
れ
し
、
保
険
証
存
続

の
是
非
が
争
点
の
一
つ
と
な

り
、
与
党
に
厳
し
い
審
判
が

下
さ
れ
た
。
政
府
は
「
不
安

払
拭
の
た
め
の
広
報
強
化
」

を
掲
げ
る
が
、
最
大
の
不
安

払
拭
策
は
現
行
の
健
康
保
険

証
を
残
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
国
家
公
務
員
で
す
ら

利
用
が
低
調
な
マ
イ
ナ
保
険

証
の
ご
り
押
し
は
中
止
し
、

今
こ
そ
保
険
証
存
続
へ
方
針

を
転
換
す
べ
き
だ
。

　
12
月
２
日
以
降
、
資
格
確

認
の
方
法
は
９
種
類
に
な
る

期
高
齢
者
広
域
連
合
）
は
、

北
海
道
後
期
高
齢
者
広
域
連

合
、
札
幌
市
、
函
館
市
、
小

樽
市
、
旭
川
市
、
釧
路
市
、

帯
広
市
、
士
別
市
、
滝
川
市
、

砂
川
市
、
七
飯
町
、
厚
真
町

の
み
（
11
月
時
点
）
で
国
民

へ
の
広
報
が
不
足
し
て
い
る
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
来
年
１
月
の
通
常
国
会
に

向
け
「
現
行
の
健
康
保
険
証

を
残
し
て
く
だ
さ
い
請
願
署

名
」
活
動
に
引
き
続
き
ご
協

力
い
た
だ
き
た
い
。

　
２
０
２
３
年
春
に
マ
イ
ナ

保
険
証
の
紐
づ
け
誤
り
が
発

覚
し
、
こ
れ
が
国
民
の
マ
イ

ナ
保
険
証
へ
の
不
安
拡
大
に

つ
な
が
っ
た
。
保
団
連
や
各

協
会
・
医
会
の
運
動
、
世
論

の
高
ま
り
を
受
け
、
10
月
28

日
か
ら
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利

用
登
録
解
除
が
可
能
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
道
内
で
解
除

受
付
の
案
内
を
行
っ
て
い
る

保
険
者
（
国
保
自
治
体
、
後

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
医
師
の
地
域
偏
在
は
解
消

す
べ
き
喫
緊
の
課
題
で
あ
り

国
民
皆
保
険
制
度
の
危
機
で

も
あ
る
。
国
は
こ
れ
ま
で
に

医
師
少
数
区
域
で
の
定
員
増

や
地
域
枠
の
設
定
な
ど
種
々

の
対
策
を
講
じ
て
き
た
が
解

消
に
は
程
遠
い
▼
骨
太
の
方

針
２
０
２
４
で
は
医
師
確
保

計
画
の
深
化
や
総
合
診
療
医

の
育
成
等
を
打
ち
出
し
て
い

る
が
、
医
師
少
数
区
域
で
の

勤
務
経
験
を
求
め
る
管
理
者

要
件
の
拡
大
な
ど
規
制
的
な

対
策
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

▼
財
政
審
が
主
張
す
る
地
域

別
診
療
報
酬
は
、
地
域
に
よ

る
平
等
性
が
担
保
さ
れ
ず
医

療
現
場
の
混
乱
は
必
至
だ
。

医
師
の
多
い
都
市
部
で
の
開

業
抑
制
は
自
由
開
業
医
制
の

否
定
で
あ
り
憲
法
の「
居
住
・

移
転
の
自
由
」
に
抵
触
す
る

▼
地
域
偏
在
対
策
の
基
本
は

規
制
的
手
法
で
は
な
く
、
医

師
が
自
発
的
に
地
方
に
勤
務

し
た
い
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ

る
。
国
は
国
策
と
し
て
医
師

が
地
方
で
働
き
や
す
い
環
境

作
り
の
た
め
の
仕
組
み
や
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
べ
き
で
あ

る
。
医
療
は
公
的
イ
ン
フ
ラ

で
あ
る
が
、
提
供
体
制
を
民

間
医
療
機
関
に
依
存
し
て
い

る
限
り
、
十
分
な
財
政
措
置

が
必
須
だ
。
医
師
の
地
域
偏

在
対
策
は
地
方
へ
の
勤
務
意

欲
の
醸
成
が
重
要
で
あ
り
、

単
に
規
制
や
法
に
よ
る
強
制

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

橋本　透
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主な目次　

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
防
災
の
基
本
と
日
常
の
備
え

　

を
学
ぶ

●
問
題
点
を
提
起 

北
海
道
新
聞

　

社
と
懇
談

第
10
回 

歯
科
市
民
集
会

…
面
２

●
時
論
「
医
療
Ｄ
Ｘ 

医
療
機
関

の
負
担
を
減
ら
せ
」

●
…
面
３

●
…
面
４

●
会
員
訪
問

読
後
感

●

橋
本
会
長
が

　
　
道
新
の
取
材
を
受
け
る

表

（
隆
）

未
だ
不
足
の
広
報

窓
口
で
の
対
応

　
取
材
で
橋
本
会
長
は
、
マ

イ
ナ
保
険
証
の
義
務
化
に
つ

い
て
「
メ
リ
ッ
ト
よ
り
デ
メ

リ
ッ
ト
が
多
い
」
と
批
判
。

さ
ら
に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

現
状
の
利
用
率
に
も
触
れ「
認

知
症
や
高
齢
の
た
め
１
人
で

手
続
き
が
難
し
く
、
マ
イ
ナ

カ
ー
ド
を
取
得
で
き
な
い
立

場
の
人
た
ち
が
困
る
」
と
懸

念
を
表
明
し
た
。

2024年12月２日以降　被保険者の資格確認一覧
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
健
康
保
険
証
の
機
能
を
持
た
せ
た
マ

イ
ナ
保
険
証
へ
の
移
行
に
伴
い
、
現
行
の
健
康
保
険
証
の
新
規
発

行
が
12
月
２
日
で
停
止
と
な
っ
た
。
政
府
は
現
行
保
険
証
も
併
用

で
き
る
経
過
措
置
を
経
て
、
マ
イ
ナ
保
険
証
に
一
本
化
す
る
方
針

を
変
え
る
意
向
は
な
い
。
ト
ラ
ブ
ル
が
相
次
ぎ
利
用
率
が
低
迷
し

て
い
る
マ
イ
ナ
保
険
証
の
ご
り
押
し
は
中
止
し
、
現
行
の
健
康
保

険
証
存
続
に
向
け
て
方
針
転
換
す
る
べ
き
で
あ
る
。

11/5付　北海道新聞

現
行
の
健
康
保
険
証
存
続
を

紐
づ
け
の
解
除

表

①健康保険証
　（全ての医療機関）

2024年12月２日以降は新規発行されない
2024年12月１日までに交付された保険証は、経過措置により
最大１年間有効
後期高齢者医療は2025年７月31日までが延長

②資格確認書
　（全ての医療機関）

2025年12月２日以降、健康保険証に代えて「資格確認書」で
資格を確認する
マイナ保険証を保有しない全ての方へ申請によらず交付される
有効期限は５年以内で保険者が設定する

③マイナンバーカード
　（オンライン資格確認対
　  応医療機関）

マイナンバーカードに被保険者情報を紐づけた「マイナ保険証」
マイナンバーカードに格納された「電子証明書」は５年間有効
2024年12月から、電子証明書の有効期限満了後３カ月間は、
資格確認できる

④顔認証マイナンバカード
　（オンライン資格確認対
　  応医療機関）

暗証番号の設定を不要とし、本人確認方法を顔認証または目
視確認に限定したマイナ保険証
保険証表面に「顔認証」と表記されているもの

⑤マイナ保険証＋資格情報
　のお知らせ
　（全ての医療機関）

「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証現物いずれも確認
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を持つ人に交付される

⑥マイナ保険証＋被保険者
　情報（PDF）をスマホに
　ダウンロード　　　　
　（全ての医療機関）

「医療保険の資格情報」とマイナ保険証現物いずれも確認
「資格情報のお知らせ」の代わりにマイナポータルからダウン
ロードする「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」

⑦マイナ保険証＋被保険者
　資格申立書
　（オンライン資格確認対応
　  医療機関）

「被保険者資格申立書」とマイナ保険証現物を確認
「被保険者資格確認申立書」は医院で準備し、患者が記入する

⑧スマートフォン
　（オンライン資格確認対
　  応医療機関）

「マイナ保険証」の機能をスマホに搭載したもの。2025年度以
降に実装予定だが、医療機関で設置された顔認証付きカード
リーダーに入らないものがあるため対応を検討中

⑨次期マイナンバーカード 2026年中を視野に導入が進められている。記載事項や電子証
明書の有効期限延長が検討されている

マ
イ
ナ
保
険
証
紐
づ
け
解
除
始
ま
る



　
近
年
多
く
の
ス
ポ
ー
ツ
で

マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
の
着
用
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
理
由
を

説
明
し
、
ス
ポ
ー
ツ
ご
と
に

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
マ
ウ
ス

ピ
ー
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を

紹
介
し
た
。
特
に
、
コ
ン
タ

ク
ト
ス
ポ
ー
ツ
（
身
体
が
激

し
く
ぶ
つ
か
る
競
技
）
で
は
、

マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
の
使
用
に

よ
っ
て
歯
の
破
損
防
止
、
脳

震
盪
の
予
防
、
顎
関
節
の
保

護
な
ど
、
ケ
ガ
の
リ
ス
ク
を

大
幅
に
軽
減
で
き
る
効
果
が

あ
る
こ
と
を
解
説
し
た
。　

　

ま
た
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

の
ス
ポ
ー
ツ
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス

を
作
製
す
る
様
子
を
動
画
で

配
信
し
、
既
製
品
と
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
品
で
は
フ
ィ
ッ

ト
感
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
。

　
さ
ら
に
、
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス

に
チ
ー
ム
名
の
ロ
ゴ
な
ど
を

プ
リ
ン
ト
で
き
る
点
や
、
別

室
の
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
実
物

を
展
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
も
伝
え
た
。

か
を
考
え
る
機
会
が
得
ら
れ

る
と
語
っ
た
。
言
い
訳
や
不

平
不
満
を
口
に
せ
ず
行
動
し

続
け
る
こ
と
で
可
能
性
が
広

が
り
、
変
化
を
生
み
出
せ
る

と
、
自
身
の
経
験
を
も
と
に

伝
え
た
。

　
最
後
に
レ
バ
ン
ガ
北
海
道

の
設
立
に
つ
い
て
触
れ
「
こ

れ
ら
の
姿
勢
を
意
識
し
な
が

ら
経
営
を
続
け
て
き
た
結
果
、

信
頼
と
信
用
を
積
み
重
ね
、

多
く
の
ス
ポ
ン
サ
ー
を
得
て

ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
を
成
長
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ

「
北
海
道
の
人
々
に
応
援
さ

れ
、
必
要
と
さ
れ
、
感
謝
さ

れ
る
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
で
あ
り

続
け
た
い
」
と
講
演
を
締
め

く
く
っ
た
。

に
「
無
理
」
と
言
わ
れ
て
も

そ
れ
を
信
じ
ず
、
挑
戦
す
る

こ
と
の
大
切
さ
を
訴
え
た
。

　
ま
た
、
成
功
に
必
要
な
の

は
才
能
よ
り
も
努
力
と
考
え

る
力
だ
と
し
、
自
ら
や
る
気

ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
こ
と
、

目
標
に
対
す
る
絶
対
的
な
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
そ
し
て
そ

の
達
成
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス

が
不
可
欠
だ
と
解
説
し
た
。

　
さ
ら
に
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
思

考
は
困
難
な
状
況
で
も
前
向

き
に
取
り
組
む
原
動
力
と
な

り
、
挫
折
や
失
敗
を
経
験
す

る
こ
と
で
次
に
何
を
す
べ
き

　
折
茂
氏
は
自
身
の
経
験
か

ら
、
プ
ロ
選
手
と
し
て
の
価

値
は
結
果
を
出
す
こ
と
、人
々

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
喜
ば

れ
る
こ
と
の
３
つ
が
揃
っ
て

初
め
て
生
ま
れ
る
と
述
べ
た
。

そ
の
た
め
に
情
熱
を
持
ち
続

け
、
つ
ら
い
こ
と
や
う
ま
く

い
か
な
い
こ
と
に
も
挑
み
続

け
る
こ
と
が
成
功
に
不
可
欠

で
あ
る
と
説
明
し
た
。

　
次
に
大
人
も
よ
く
使
う「
無

理
」
と
い
う
言
葉
は
嫌
い
な

言
葉
で
あ
る
と
語
り
、
こ
の

言
葉
は
可
能
性
を
奪
う
た
め
、

使
わ
な
い
よ
う
に
し
、
誰
か
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医
療
Ｄ
Ｘ

医
療
機
関
の
負
担
を
減
ら
せ

　
電
子
カ
ル
テ
の
普
及
や

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
な
ど
医

療
の
Ｉ
Ｔ
化
は
徐
々
に
進

ん
で
い
た
。
２
０
１
８
年

に
は
経
済
産
業
省
か
ら
Ｄ

Ｘ
レ
ポ
ー
ト
が
発
表
さ
れ
、

大
量
の
情
報
収
集
と
管
理

シ
ス
テ
ム
の
早
急
な
構
築

が
求
め
ら
れ
、
２
０
２
５

年
ま
で
に
シ
ス
テ
ム
刷
新

を
集
中
的
に
推
進
す
る
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
２

０
２
２
年
10
月
に
は
医
療

Ｄ
Ｘ
推
進
本
部
が
設
置
さ

れ
、
医
療
界
で
も
Ｄ
Ｘ
が

本
格
化
。
２
０
２
３
年
３

月
に
は
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進

に
関
す
る
工
程
表
案
が
公

表
さ
れ
、
医
療
機
関
の
負

担
も
大
幅
に
増
え
た
。
基

電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ

ー
ビ
ス
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
診
察
券
化
も
計
画
さ
れ

て
い
る
が
全
体
像
が
み
え

な
い
。
場
当
た
り
的
な
進

行
で
、
整
備
の
進
ん
で
い

る
医
療
機
関
は
少
な
い
。

　
医
療
Ｄ
Ｘ
は
膨
大
な
医

療
情
報
を
厚
労
省
に
集
約

す
る
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る

が
、
現
状
で
は
ベ
ン
ダ
ー

を
通
じ
て
そ
の
運
用
の
負

担
が
す
べ
て
医
療
機
関
に

押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。

今
後
も
さ
ら
な
る
設
備
設

置
や
運
用
費
用
の
増
加
が

見
込
ま
れ
る
た
め
、
国
は

医
療
Ｄ
Ｘ
の
整
備
に
対
し

医
療
機
関
を
全
面
的
に
支

援
す
べ
き
で
あ
る
。 

本
設
備
の
整
備
費
用
が
急

増
し
、
運
用
ソ
フ
ト
も
複

雑
化
、
そ
の
都
度
職
員
研

修
も
必
要
に
な
っ
た
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
・
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス

テ
ム
の
構
築
に
は
電
話
回

線
や
周
辺
機
器
の
整
備
が

必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
電

子
処
方
箋
の
運
用
も
始
ま

り
、
１
年
以
内
に
電
子
カ

ル
テ
標
準
化
ソ
フ
ト
の
開

発
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

完
成
し
た
ソ
フ
ト
は
紙
カ

ル
テ
を
利
用
し
て
い
る
無

床
診
療
所
か
ら
無
償
で
配

布
さ
れ
る
予
定
だ
。
一
見

す
る
と
合
理
的
に
思
え
る

が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
今
ま

で
電
子
カ
ル
テ
が
未
導
入

な
の
か
と
い
う
根
本
的
な

問
題
が
あ
る
。
約
50
％
と

想
定
さ
れ
て
い
る
紙
カ
ル

テ
利
用
医
療
機
関
に
導
入

を
強
制
す
れ
ば
、
採
用
か

廃
院
の
２
択
を
迫
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

パ
ソ
コ
ン
作
業
が
で
き

て
も
シ
ス
テ
ム
管
理
ま
で

対
応
で
き
る
医
師
や
事
務

職
員
は
多
く
な
い
。
医
療

機
関
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
や
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
の
導
入
率
は
90
％
を
超

え
、
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
も

普
及
し
て
い
る
が
、
マ
イ

ナ
カ
ー
ド
の
利
用
率
は
15

％
前
後
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
電
子
処
方
箋
の
整
備

も
進
ん
で
い
る
も
の
の
、

運
用
環
境
は
ま
だ
十
分
整

っ
て
い
な
い
。さ
ら
に
、

　
講
演
と
並
行
し
て
北
海
道

歯
科
衛
生
士
会
札
幌
支
部
、

札
幌
歯
科
技
工
士
会
と
合
同

で
キ
ッ
ズ
歯
科
体
験
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
紙
コ
ッ
プ

を
使
っ
た
、
印
象
（
指
型
を

取
る
）
等
の
歯
科
治
療
の
体

験
、
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯

磨
き
指
導
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ウ

ス
ピ
ー
ス
の
実
物
展
示
な
ど

に
参
加
し
た
。

　
イ
ベ
ン
ト
参
加
後
に
は
、

折
茂
武
彦
氏
の
サ
イ
ン
色
紙

や
限
定
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
な
ど

が
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
、
多
く

の
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
見

ら
れ
た
。

　
11
月
９
日
、
第
10
回
歯
科
市
民
集
会
を
札
幌

市
で
開
催
し
、
多
く
の
一
般
市
民
や
医
療
関
係

者
が
参
加
し
た
。
基
調
講
演
で
は
、
開
催
10
回

目
を
記
念
し
て
レ
バ
ン
ガ
北
海
道
社
長
の
折
茂

武
彦
氏
を
特
別
講
師
と
し
て
迎
え
た
ほ
か
、
札

幌
歯
科
技
工
士
会
会
長
の
小
野
寺
秀
樹
氏
が

「
ス
ポ
ー
ツ
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
」
に
つ
い
て
講
演

を
行
っ
た
。

第10回 歯科市民集会を開催
口から幸せになろう。君の輝きは健口から始まる。頂点を目指せ!

基 調
講 演

我
が
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
人
生

〜
Ｂ
リ
ー
グ
最
年
長
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
な
る
ま
で
〜

講
師　
元
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
手

　
　
　
株
式
会
社
レ
バ
ン
ガ
北
海
道
代
表
取
締
役
社
長

折
茂　

武
彦

講
演

ス
ポ
ー
ツ
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
の

大
切
さ

子
ど
も
た
ち
が
大
喜
び

キ
ッ
ズ
歯
科
体
験
イ
ベ
ン
ト

講
師　
札
幌
歯
科
技
工
士
会 

会
長

小
野
寺　

秀
樹

講師の折茂 武彦氏

講師の小野寺 秀樹氏

印象等の歯科治療体験

歯磨き指導

スポーツマウスピースの実物展示
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平
松
洋
子
氏
に
よ
る
食
事

エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
本
作
に
は

情
報
番
組
に
あ
り
が
ち
な
野

暮
な
評
価
や
格
付
け
と
い
っ

た
描
写
と
は
無
縁
だ
。社
員
食

堂
か
ら
山
荘
の
熊
鍋
ま
で
料

理
に
対
す
る
目
線
は
変
わ
ら

ず
、旺
盛
な
食
欲
と
愛
に
満
ち

て
い
る
。「
孤
独
の
グ
ル
メ
」で

お
な
じ
み
の
谷
口
ジ
ロ
ー
氏

に
よ
る
挿
画
も
添
え
ら
れ
、そ

れ
が
じ
つ
に
美
味
し
そ
う
だ
。

　
北
海
道
が
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
な
い
の
は
残
念
だ
が
、

続
編
の
「
ス
テ
ー
キ
は
下
町

で
」
で
、
帯
広
の
豚
丼
、
根

室
の
さ
ん
ま
祭
り
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る
の
で
ご
興
味

を
持
っ
た
方
は
ぜ
ひ
そ
ち
ら

も
ど
う
ぞ
。

　
タ
レ
ン
ト
が
所
謂
グ
ル
メ

レ
ポ
ー
ト
を
す
る
番
組
は
見

な
い
日
は
な
い
ぐ
ら
い
盛
況

だ
。
別
に
そ
の
手
の
番
組
が

嫌
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

紹
介
さ
れ
た
お
店
に
行
き
た

い
と
思
う
こ
と
も
な
い
。視

覚
、聴
覚
か
ら
の
情
報
量
が
多

く
て
、そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。情
報

誌
な
ど
の
活
字
と
写
真
だ
け

の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
食
欲
を
そ

そ
ら
れ
る
。で
は
こ
れ
が
活
字

だ
け
だ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

平 

松 

洋 

子 

著  

画 

・ 

谷 

口 

ジ 

ロ 

ー

文 

春 

文 

庫

（
Ａ
・
Ｈ
）

り
丁
寧
に
お
話
を
聴
き
、
話

し
合
い
、診
療
し
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
だ
け
で
は
な
く
、

ご
家
族
や
周
囲
の
側
に
も
必

要
な
働
き
か
け
を
行
い
、
ま

た
教
育
機
関
や
行
政
と
も
で

き
る
限
り
面
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。

―
ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
地
域
の
皆
さ
ま
に
安
心
し

て
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
児

童
精
神
科
診
療
所
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
精
神
科
病
院
や

小
児
科
等
の
医
療
機
関
、
教

育
機
関
や
行
政
と
緊
密
に
連

携
し
て
患
者
さ
ん
の
診
療
、

支
援
に
従
事
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

―
ご
趣
味
は

　
家
族
で
キ
ャ
ン
プ
に
行
く

こ
と
や
生
き
物
採
集
に
行
く

の
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
す
。

地域に根ざす児童精神科医を目指して

しもでメンタルクリニック平岸分院　札幌市・豊平区160160

略歴
　札幌市出身。埼玉医科大学卒業、同大学院博士課程
修了後、精神科救急・児童精神科診療に従事。2022年
４月に医療法人しもでメンタルクリニック平岸分院開
院。現在、クリニックにおける診療の傍ら札幌医科大学
附属病院こどもメンタルクリニックに週１回勤務し、複
数の大学で非常勤講師として学生に講義を行う。

長
年
に
わ
た
り
、
精
神
科
外

来
診
療
、
大
規
模
型
精
神
科

デ
イ
ケ
ア
、
就
労
継
続
支
援

Ｂ
型
事
業
所
を
有
し
た
多
機

能
型
精
神
科
診
療
所
を
運
営

し
、
地
域
の
精
神
科
医
療
に

従
事
し
て
い
ま
す
。
わ
が
国

に
お
い
て
、
児
童
精
神
科
診

療
の
充
実
化
は
喫
緊
の
課
題

で
あ
り
、
当
法
人
と
し
て
も

次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
児

童
精
神
科
を
標
榜
す
る
平
岸

分
院
を
開
設
し
、
地
域
医
療

―
本
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
適
正
な
保
険
診
療
や
わ
が

国
の
保
険
診
療
を
守
る
活
動

を
学
ぶ
た
め
で
す
。

―
ご
専
門
は

　
児
童
精
神
科
を
専
門
と
し

て
い
ま
す
が
、
お
子
さ
ん
か

ら
成
人
ま
で
幅
広
い
年
代
の

患
者
さ
ん
の
診
療
に
従
事
し

て
い
ま
す
。

―
開
業
し
た
動
機
な
ど

　
当
法
人
理
事
長
で
あ
る
父

親
は
豊
平
区
中
の
島
の
地
で

の
充
実
に
微
力
な
が
ら
寄
与

し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

―
開
業
後
苦
労
し
た
こ
と
や
嬉

　
し
か
っ
た
こ
と
は

　
新
患
の
患
者
さ
ん
に
は
受

診
ま
で
長
期
間
お
待
た
せ
し

て
し
ま
い
、
大
変
心
苦
し
い

状
況
で
す
が
、
患
者
さ
ん
に

「
受
診
し
て
よ
か
っ
た
」「
ホ

ッ
と
し
た
」
と
い
っ
た
お
言

葉
を
い
た
だ
く
と
、
も
っ
と

頑
張
ら
な
け
れ
ば
と
励
ま
さ

れ
ま
す
。

　
ま
た
、
会
う
た
び
に
成
長

し
て
い
く
子
ど
も
た
ち
を
み

る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い

ま
す
。

―
診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と

　
は

　
患
者
さ
ん
ひ
と
り
ひ
と
り

が
ど
の
よ
う
な
症
状
に
お
困

り
で
、
ど
の
よ
う
な
治
療
や

支
援
が
必
要
か
、
で
き
る
限

私
個
人
は
今
年
か
ら
焚
火
に

は
ま
っ
て
お
り
、来
年
以
降

は
釣
り
も
再
開
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。未
熟

で
す
が
ゴ
ル
フ
も
頑
張
っ
て

い
ま
す
。

―
今
後
の
目
標
に
つ
い
て

　
開
業
し
て
か
ら
は
臨
床
に

没
頭
し
て
い
る
日
々
で
す

が
、臨
床
・
研
究
・
教
育
の
充

実
を
目
指
し
、様
々
な
先
生

方
に
ご
指
導
を
賜
り
な
が
ら

医
師
と
し
て
少
し
で
も
成
長

出
来
る
よ
う
日
々
努
力
し
て

い
く
次
第
で
す
。診
察
室
で

向
き
合
う
患
者
さ
ん
や
ご
家

族
の
苦
し
み
を
少
し
で
も
軽

減
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
地
域
に
根
ざ
す
児
童
精
神
科

　
医
と
し
て
、
今
後
も
ご
活
躍

　
く
だ
さ
い
。

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
４
年
度
歯
科
部
事
業
に
つ
い
て

　
・ （
12
／
2
）
札
幌
歯
科
医
師
会
懇
談
会

　    

…
本
会
か
ら
出
す
協
議
題
を
確
認
す
る
。

　
・ （
2
／
15
）
歯
科
臨
床
講
演
会

　    

…
進
行
予
定
を
確
認
す
る
。

②
そ
の
他

    

・  

歯
科
保
険
診
療
研
究（　

／
５
号
）の
確
認
を
行
っ
た
。

    

・  

保
団
連
発
言
通
告
に
つ
い
て

　    

…
次
回
作
成
し
た
案
を
確
認
す
る
。

第
8
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
11
月
13
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※
次
回 

２
０
２
４
年
度
第
9
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…
12
月
11
日（
水
）午
後
７
時

サ
ン
ド
ウ
ィッ
チ
は
銀
座
で

防
災
の
基
本
と
日
常
の
備
え
を
学
ぶ

北海道新聞社と懇談

聞
き
手

事
務
局 

丸
岡

（

）

下出　崇輝 先生
しもで たかき

講師の住友 静恵氏

【＜保険で良い歯科医療を＞オンライン署名のリンク先】

【賛同の方法】
○署名ちらし
○署名ハガキ
○リーフ「保険でより良い歯科医療の実現を」
　署名のご協力をよろしくお願いいたします。

12

け
る
安
心
感
に
つ
な
が
る
」

と
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
日
常
的
な
防
災
対

策
と
し
て
「
寝
室
に
懐
中
電

灯
や
靴
、
翌
日
の
着
替
え
を

用
意
し
、
物
が
落
ち
や
す
い

場
所
で
の
生
活
を
避
け
る
こ

と
」
の
重
要
性
も
強
調
さ
れ

た
。
最
後
に
住
友
氏
は
「
災

害
直
後
は
公
助
が
期
待
で
き

な
い
た
め
、
日
ご
ろ
の
備
え

と
自
助
・
共
助
が
不
可
欠
」

と
締
め
く
く
っ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
日
常
の

備
え
の
大
切
さ
を
実
感
し
た
」

「
身
近
な
対
策
に
つ
い
て
学
べ

て
参
考
に
な
っ
た
」
な
ど
の

声
が
寄
せ
ら
れ
、
盛
況
の
う

ち
に
終
了
し
た
。

報
士
で
北
海
道
防
災
教
育
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
の
住
友
静
恵
氏

を
迎
え
、
医
療
関
係
者
や
市

民
な
ど
全
国
か
ら
計
44
名
が

参
加
し
、
災
害
対
策
に
つ
い

て
学
ん
だ
。

　
セ
ミ
ナ
ー
は
「
防
災
は
命

を
守
る
た
め
に
大
切
で
あ
り
、

地
域
に
適
し
た
備
え
が
重
要
」

と
の
言
葉
で
始
ま
り
、
在
宅

避
難
の
際
の
備
蓄
方
法
や

ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
ク
、
栄

養
を
考
慮
し
た
備
蓄
食
品
に

　
10
月
26
日
、
市
民
公
開
セ

ミ
ナ
ー
「
〜
い
ざ
と
い
う
時

に
役
立
つ
〜
も
し
も
の
た
め

の
防
災
教
育
」
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で

開
催
し
た
。
近
年
の
災
害
増

加
を
受
け
て
防
災
が
テ
ー
マ

に
選
ば
れ
、
講
師
に
気
象
予

つ
い
て
説
明
し
た
。
さ
ら
に
、

割
り
ば
し
や
小
銭
、
ポ
ー
タ

ブ
ル
電
源
な
ど
の
日
用
品
の

ス
ト
ッ
ク
や
災
害
時
に
役
立

つ
食
品
用
ラ
ッ
プ
フ
ィ
ル
ム・

新
聞
紙
の
活
用
方
法
も
紹
介

さ
れ
た
。

　
非
常
時
に
持
ち
出
す
「
非

常
持
ち
出
し
袋
」
に
つ
い
て

も
「
自
分
に
合
わ
せ
た
内
容

に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、

普
段
使
い
慣
れ
た
物
を
持
ち

込
む
こ
と
で
避
難
生
活
に
お

は
、
電
子
カ
ル
テ
の
標
準
化

や
電
子
処
方
箋
の
導
入
な
ど

で
ク
ラ
ウ
ド
活
用
が
進
む
一

方
、
設
備
投
資
や
ク
ラ
ウ
ド

利
用
の
コ
ス
ト
が
医
療
機
関

に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な

り
、
閉
院
に
追
い
込
ま
れ
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
と
説
明
。
医

療
機
関
や
患
者
の
混
乱
を
防

ぐ
に
は
、
現
場
の
声
を
反
映

し
た
柔
軟
な
対
応
や
シ
ス
テ

ム
の
信
頼
性
向
上
が
急
務
で

あ
る
と
指
摘
し
た
。

　
そ
の
後
、
活
発
な
意
見
交

換
が
行
わ
れ
た
。
最
後
に
、

医
療
問
題
へ
の
理
解
と
関
心

を
深
め
る
た
め
、
今
後
も
継

続
的
に
懇
談
を
行
う
こ
と
を

確
認
し
て
閉
会
し
た
。

　
11
月
14
日
、
本
会
は
北
海

道
新
聞
社
と
の
懇
談
を
実
施

し
た
。
当
日
は
同
社
か
ら
岩

本
進
氏
（
報
道
セ
ン
タ
ー
記

者
）
と
荻
野
貴
生
氏
（
く
ら

し
報
道
部
編
集
委
員
）、
本
会

か
ら
は
橋
本
透
会
長
以
下
９

名
が
参
加
し
た
。

　

冒
頭
、
橋
本
会
長
が
挨
拶

を
行
い
、
続
い
て
立
花
啓
副

会
長
が
「
従
来
の
保
険
証
廃

止
問
題
」、
伊
藤
正
美
政
策
部

長
が
「
医
療
Ｄ
Ｘ
へ
の
対
応
」

に
つ
い
て
提
起
し
た
。

　
ま
ず
保
険
証
廃
止
問
題
に

つ
い
て
、
政
府
が
マ
イ
ナ
保

険
証
の
利
用
を
強
引
に
推
進

し
て
い
る
が
、
多
く
の
医
療

機
関
で
顔
認
証
機
能
や
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ー
の
ト
ラ
ブ
ル
が

相
次
い
で
い
る
現
状
が
報
告

さ
れ
た
。「
国
家
公
務
員
の
マ

イ
ナ
保
険
証
利
用
率
が
全
国

平
均
を
下
回
っ
て
い
る
」
と

い
う
報
道
に
も
言
及
し
、
こ

の
よ
う
な
状
況
下
で
の
移
行

は
無
謀
で
あ
る
と
訴
え
た
。

　

次
に
医
療
Ｄ
Ｘ
に
つ
い
て

全国保険医団体連合会（保団連）はすべての人が安心して歯科医療が受けられるよう来年の通常
国会での提出を目指して「保険でより良い歯科医療の実現を求める請願署名」に取り組んでいます。

本会はこの取り組みを広めるため、
本号に下記の付録を同封しています。

①上記URLにリンクし、画面右下の赤い「今すぐ賛同」ボタンをクリックしてください。
②入力いただくご自身のアドレスに承認確認のメールが届きます。届いた
　メール内の承認用URLをクリックすると、賛同完了です。

保険でより良い歯科医療の
実現を求める請願署名

本号に
署名ちらし・署名ハガキ

を同封

※オンラインでも署名できます（右参照）

https://chng.it/n2LmDS7j2m

女
性
部
会

Ｗ
Ｅ
Ｂ
市
民
公
開
セ
ミ
ナ
ー 

保険証の廃止
医療DX対応 問題点を提起
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介護施設における口腔衛生管理

　2024年4月より、介護施設における施設系サービスでの
口腔衛生の管理体制（旧口腔衛生管理体制加算）が基本
サービスとして完全義務化された。歯科に対して介護施設
から協力を求められることがあるため、以下に概要を示す。

●口腔衛生の管理体制（基本サービス）

１．口腔衛生の管理体制と口腔衛生管理加算

２．解説

【通知（抜粋）】
①歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当
　該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的
　助言及び指導を年２回以上行うこと。
②上記の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載し
　た、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成すると
　ともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。
　イ　助言を行った歯科医師
　ロ　歯科医師からの助言の要点
　ハ　具体的方策
　ニ　当該施設における実施目標
　ホ　留意事項・特記事項
③医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護
　職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導又は
　上記計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、
　歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時
　間帯に行うこと。

　介護施設の施設系サービス（老健、特養、介護医療院等）に
おいて、口腔衛生の管理体制（旧口腔衛生管理体制加算）は、
2024年４月より基本サービスとして義務化された。口腔衛生
の管理体制は、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯
科衛生士が、介護施設職員へ口腔衛生の管理に係る技術的
助言及び指導を年２回以上行うこととされている。それに基
づき、介護施設は入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画
を作成する。通常は、近隣の歯科医師に協力依頼がくるものと
思われるが、口腔衛生の管理体制については、個々の入所者
に対する口腔ケアを行うことではないこと、また歯科訪問診療
または訪問歯科衛生指導の実施時間に行うことはできないた
め注意を要する。
　一方、口腔衛生管理加算は、口腔衛生の管理体制に係る計
画に基づき、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、個々の
入所者に対して口腔衛生等の管理（口腔ケア等）を月２回以
上行うこととされている。その際、歯科衛生士は口腔衛生管理
に関する実施記録を作成し、施設へ提出しなければならな
い。なお、口腔衛生管理加算についても、歯科訪問診療または
訪問歯科衛生指導の実施時間に行うことはできないが、歯科
において訪問歯科衛生指導料を月に３回以上算定した場合
は、介護施設において口腔衛生管理加算が算定できなくなる
取扱いとなっているので、介護施設とトラブルにならないよう
事前に十分な擦り合わせを行っておく必要がある。

　た指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔
　衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする）、当該歯
　科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者
　に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的
　助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係
　る記録（以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という）を
　別紙様式を参考として作成し、当該施設に提出すること。当
　該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管する
　とともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供
　すること。
④当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関
　する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者
　の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場
　合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯
　科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。 
⑤厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報
　システム（ＬＩＦＥ）」を用いて行うこととする。なお、提出す
　る情報とは、別紙様式に含まれる全ての情報とし、情報の提
　出においては、当該情報を収集した日の属する月の末日ま
　でに、遅滞なく行うこととする。
　　ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、
　入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定（Plan）、
　当該決定に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価
　（Check）、その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・
　改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、
　ケアの質の向上を図ること。
　　提出された情報については、国民の健康の保持増進及びそ
　の有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるも
　のである。
⑥本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定され
　た日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指
　導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生
　指導料が３回以上算定された場合には算定できない。

●口腔衛生管理加算(Ⅰ)：90単位／月
　口腔衛生管理加算(Ⅱ)：110単位／月
【告示（一部改変）】
①歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術
　的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に
　係る計画が作成されていること。
②歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口
　腔衛生等の管理を月２回以上行うこと。
③歯科衛生士が、①における入所者に係る口腔衛生等の管
　理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指
　導を行うこと。
④歯科衛生士が、①における入所者の口腔に関する介護職員
　からの相談等に必要に応じ対応すること。
⑤口腔衛生管理加算(Ⅱ)については、入所者ごとの口腔衛生
　等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出
　し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口
　腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報
　を活用していること。
【通知（抜粋）】
①口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた
　歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行
　い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具
　体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所
　者ごとに算定するものである。
②当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する
　場合においては、当該サービスを実施する同一月内におい
　て医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所
　者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスにつ
　いて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。 
③歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔
　衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯
　科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受け


